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・ 基本的には「受益者負担」とし適正な水準に設定すること 

・ 幅広く参加できるよう、過度な負担にならないよう配慮すること 

・ 公的負担とのバランスを考慮しつつ運営体制に合わせて設定すること 

※種目ごとの差異が生じることも考慮し、国が一般的な目安の提示を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 Ｒ６実績（17 クラブ） Ｒ７見込（17 クラブ） Ｒ８以降（20 クラブ）※ 

運 営 費 11,545,000 円 11,060,000 円 14,200,000 円 

 ＜負担内訳＞    

会 費 収 入 5,000 千円 43％ 5,000 千円  45％ 5,900 千円 42％ 

寄 附 ・ 負 担 金 2,250 千円 19％ 2,250 千円  20％ 2,650 千円  18％ 

ス ポ 協 等 補 助 1,250 千円  11％ 1,250 千円  11％ 1,450 千円  10％ 

国 県 等 補 助 3,045 千円  27％ 2,560 千円  24％ 4,200 千円  30％ 

資料３-３ 

  地域クラブ活動の活動費・運営費と受益者負担 

≪『地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議』最終とりまとめ資料より≫ 
◎ 持続可能な地域クラブ活動体制整備のための受益者負担設定のポイント  

◎ 糸魚川市地域クラブ活動における費用負担の状況   

地域クラブ補助 

スポ協補助 

寄附・負担金 

会費収入 会費収入 

寄附・負担金 

スポ協補助 

地域クラブ補助 

会費収入 

寄附・負担金 

スポ協補助 

地域クラブ補助 

◎ 受益者負担のイメージ ※1か月当たりの経費負担のイメージ 

これまで（ボランティア体制） 

約 4,000円/月 

補助等 1,000円 

その他収入 1,000円 

受益者負担 2,000円 

Ｒ８以降（地域クラブ活動体制） 

約 5,000円/月 

※指導者謝金の増 

受益者負担 3,000円 

その他収入 1,000円 

補助等 1,000円 

18% 

※Ｒ８以降の国県等補助は負担割合の適正化を図るための目標値です。確定した金額ではありません。 

24% 27% 
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〇 経済的困窮世帯の生徒への支援について 

 

 １ 糸魚川市就学援助制度 

    ◎ 援助の対象となる世帯 

      児童扶養手当の支給対象、市民税非課税世帯、収入が著しく減少した世帯、 

総所得額が市の定める基準以下の世帯 など 

     

◎ 援助対象費目 

      学用品費、通学用品費、新入学準備、校外活動費、体育実技用具  など 

 

 ２ 糸魚川市地域クラブ活動における支援 

   ◎ Ｒ８以降で実施検討中 

   ◎ 想定する援助対象 

     市就学援助制度に準ずる（対象世帯・対象費目） 

資料３-４ 

  経済的困窮世帯の生徒への支援 


